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教育委員会定例会（平成２１年１１月）会議録 

１．日   時 平成２１年１１月１２日（木） １６：００ ～ １８：００ 

２．場     所 新居浜市庁舎４階 ４１会議室 

３．出 席 者  

委 員 長  宇 野 征 一 

委    員   太 田 恵理子 三 木 由紀子 小 野 正 師    

教 育 長   阿 部 義 澄 

事務局長  髙 橋 康 文 

総括次長  近 藤 清 治 

次  長  秋 本   司  

課  長  関   福 生  藤 田 秀 喜  村 上 久 和 

      曽 我 幸 一 

館  長  坂 本 睦 美 

 

４．教育長の 

   一般報告 教育長報告 

１０月分行事報告及び１１月分行事予定について 

その他 

５．記録者氏名 社会教育課 帄谷  麻衣 

  

＜議 案＞ 

 

議案第３３号  新居浜市立学校教育施設使用料条例の一部を改正

する条例の議案送付について 

議案第３４号  新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一

部を改正する条例の議案送付について 

議案第３５号  新居浜市指定重要天然記念物の指定解除について 

議案第３６号  平成２１年度新居浜市教育委員会点検・評価報告

書について 

議案第３７号  新居浜市市民文化センター運営審議会委員の委嘱

について 

議案第３８号  新居浜市郷土美術館協議会委員の任命について 

 

 

＜その他＞ 

 （１）中学校選択制の申請状況について 
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 それでは定刻がまいりましたので、平成２１年第１１回新居浜市教

育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の会議録署名委員は小野委員さん、太田委員さんにお願いをい

たします。会期は本日限りといたします。平成２１年第１０回定例会

会議録は、三木委員さんと、小野委員さんに署名をいただいておりま

す。 

 教育長の一般報告について、教育長お願いします。 

 

それでは、一般報告を行います。資料の２ページをご覧ください。 

 １０月の主な行事についてご報告いたします。 

1日 第２４回新居浜市民俳句大会が開催され、投句数も７７２句

に達し、盛会裏に終えることができました。市長賞として「春暁や生

まれし牛を藁で拭く」の加藤和子さん、教育長賞として、「仏彫る石

も石工も陽炎いて」の村尾亮一さんに贈られました。 

３日 公民館活動リーダー（志縁人）養成塾社会教育概論④が「学

習者の特性と指導方法」「コミュニケーションの技法」についての講

義とワークショップが、愛媛大学 白松賢准教授によって開講されま

した。 

４日 平成２１年度新居浜市総合防災訓練が東单海・单海地震等の

大規模災害を想定して、日常からの連携を通して市民が防災知識を身

につけ自主防災組織の育成強化を図るとともに市職員の危機管理意

識を高揚する目的で実施されました。川東地区連合自治会を中心に垣

生小学校の児童も参加し、いろいろな体験活動に参加いたしました。 

第１４回生き生き幸せフェスティバルが開催されました。多くの参

加者やボランティアさんの協力のもとに盛大に行われました。 

ひびけハーモニー銅の里 第１９回えひめお母さんコーラス大会

ＩＮにいはまが開催されました。会場となりましたマイントピアは素

晴らしい秋空の中で、山々の紅葉が見られる中に美しいコーラスの声

が響いていました。 

５日 全国社会人９人制バレーボール西ブロック大会に県代表と

して出場することになりました紫ＳＨＩＫＩＢＵの選手関係者が市

長に表敬訪問に来られました。紫ＳＨＩＫＩＢＵは近年県代表として

全国大会に参加しており期待したいものです。 

７日 第９回全国障害者スポーツ大会トキめき新潟大会へ出場す

ることになりました、三木礼菜さん（５０ｍ・２５ｍの平泳ぎ）、鎌

倉喜美代さん（サウンドテーブルテニス）が市長へ表敬訪問をされま

した。 

８日 小学校の『学校へ行こう日（デイ）』の行事が予定されてい

ましたが、台風１８号への備えと児童への安全確保のため中止としま

した。 

１０日 第４０回新居浜市民体育祭開会式が、健康・躍進・奉仕の

大会スローガンのもとに市民文化センターで盛大に開催されました。

なお、市民体育祭において、平成２１年度新居浜市体育功労賞が剣道

連盟神野秀明氏、セーリング協会井上幹雄氏、尐林寺拳法協会坪内道

隆氏、角野校区社会体育振興会越智輝明氏、金子校区社会体育振興会

越智保二氏、多喜浜校区体育振興会日野幸彦氏、スポーツ賞の個人で

はソフトテニスの玉井信也さん、清水謙太さん、バトミントンの十亀

加奈江さん、水泳自由型加藤雄太さん、団体では新居浜工業高等専門

学校男子ソフトテニス部に贈られました。 
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記念講演としてスポーツジャーナリストの二宮清純氏による「愛媛

国体と地域スポーツの振興」と題しての記念講演や「ふれあいスポー

ツの部」として軽スポーツ大会や体験コーナーが開催されました。 

新居浜子ども博士養成講座の第一コマとして、多喜浜塩田について

の学習会が行われ、２４名の児童が参加しました。地元の人たちに交

じり、多喜浜小学校児童８人がガイド役になって頑張ってくれまし

た。 

１４日 （株）阪急キッチンエール代表取締役社長今井康博氏から

新型インフルエンザ対策衛生用品が新居浜市に寄贈され、その寄贈式

が行われました。これは、今井社長が新居浜市出身であり、故郷であ

る新居浜市のためにフィランソロピーの一つとして寄贈していただ

いたもので、このうち教育委員会にはマスク４５００枚、冷却シート

４５０箱、ウエットティシュ４５０箱の配分を受け、市内各小中学校、

幼稚園に配布いたしました。大変ありがとうございました。 

２１日 第４５回新居浜市小学校陸上記録会が河川敷陸上競技場

で開催されました。市内のすべての小学校が参加し、新型インフルエ

ンザが流行し学級閉鎖が相次ぐ中でしたが、放課後の特別練習などで

鍛えられた学校代表の選手たちが熱い思いで日ごろの成果を発揮し

てくれました。そのような中で、１００ｍ走で１２．６秒新記録を宮

西小学校の山内健慈君が出してくれました。個人種目の４位までと４

００mリレーの上位４校が１１月９日に開催された、愛媛県小学校陸

上記録会に、新居浜市代表として参加しました。 

地域主導型公民館移行促進検討委員会委員長日野幸彦氏と新居浜

市公民館連絡協議会長越智誠蔵氏から地域主導型公民館への移行促

進のための要望書が届けられました。 

２２日 第５９回新居浜市美術展前期展が、日本画・写真・華道・

美術工芸・商業デザイン・彫塑立体の部門で２７日までの期間、開催

されました。 

２４日 こども夢未来基金事業「新居浜子ども博士養成講座」の別

子銅山子ども探検隊の産業遺産探検が一泊二日で開催されました。 

平成２１年度第５４回秋の芸術祭の第１部が開催され、１１月３日

までの期間に第５部まで開催されました。 

新居浜警察署と教育委員会との主催で、難題を抱えた尐年たちにと

って同年代の仲間や地域の大人たちとの対話をし、交流することので

きる居場所は、尐年たちの心のよりどころとなり、未来に向かって新

たな一歩を踏み出すスタート台になることから、「新居浜市交流野球

大会」を開催いたしました。 

２５日 にいはまやんちゃＫＩＤＳ２００９が「あそびの達人 全

員集合！」というテーマのもと、山根総合体育館で開催されました。

園児や児童が親や祖父母と共に参加し、市内の主任児童委員さん、愛

媛県総合科学博物館友の会科学クラブのみなさん、市内の東高校、单

高校、工業高校、商業高校、工業高等専門学校、西高校、児童センタ

ー地域活動クラブ、まごころの会等の１６０名のボランティアの協力

を得て開催されました。 

身体障害者チャリティー第２６回ウエイト制オープントーナメン

ト全日本拳武道選手権大会が市民体育館で開催されました。小学生か

ら成人までの予選を勝ち抜いてきた選手たちの激しい闘いに、日ごろ

の練習の成果と厳しさを感じさせられました。 

２６日 尐年消防クラブ防火ポスター展の審査会が開催されまし

た。市内各小学校から７７３点の応募があり優秀作品や入賞作品が選

出されました。１１月６日から１１月１３日までイオンモールで展示
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が行われます。 

２７日 循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰を受賞した新

居浜工業高校ＶＹＳ部員１０名が学校長さんや顧問の先生方と市長

に報告に来られました。ＶＹＳ部による１０年間にわたる「空飛ぶ車

いす」の使われなくなった車いすを引き取り、再び利用できるように

整備したうえで寄贈する取組が認められたものです。 

２９日 平成２０年度決算に係る決算特別委員会が開催されまし

た。  

第５９回新居浜市美術展覧会の後期展が１１月３日までの期間、洋

画・書道・陶芸・版画の部門で開催されました。入場者数は、前・期

後を含め、昨年より２７４名増加し、２７４２名の観賞者でした。 

３０日 今年度取り組んでいる大生院小、角野小、船木中、惣開小、

泉川中、神郷小学校の耐震工事の現地視察を行いました。 

県中学校新人体育大会並びに県中学校新人アスリート強化育成大

会が１１月８日までの期間、県下各地で開催されました。新居浜市で

は３１日と１１月１日に剣道が開催されました。 

３１日 公民館活動リーダー（志縁人）養成塾の社会教育概論⑤と

して、「子育てを支える公民館・地域の役割」「新しい時代の学校と地

域の関係を考える」と題しての松山東雲女子大学塩崎千枝子教授の講

義が開催されました。 

新居浜商工会議所と共催での、「とっておきの新居浜検定」の子ど

もバージョンの「新居浜子ども検定」が実施され、多喜浜塩田や別子

銅山の近代産業遺産を体験した子どもたち１６名が受検いたしまし

た。あいにく、新型インフルエンザの影響で、受検できなかった児童

も多かったのですが、学んだ成果をみんなに伝えてもらいたいと思い

ます。私の願いとして、新居浜の子どもたちがせめて、義務教育の期

間に、新居浜の山から海まで（別子銅山から四坂島まで）の、新居浜

の先人たちの歴史や努力の歩みを体験して、大人になってほしいとい

う願いを持っています。新居浜には、何もなかったところから資源を

活用し、環境問題を解決し、繁栄と共存の歴史を作り上げてきた文化

があります。このような「新居浜のこころ」を次の時代をつくってい

く子どもたちに、しっかりと伝えていくものが、つくれないものかと

思っています。 

１１月１日 子どもたちの健やかな成長を願って、県民総ぐるみで

教育について考え、行動する契機となる日として「えひめ教育の日」

が昨年制定され、記念として「えひめ教育の日推進大会」が、松山市

男女共同参画推進センターで開催されました。宇野征一委員長さんに

出席していただきましたので後程ご紹介していただければと思いま

す。  

校区文化祭が浮島校区、若宮校区、多喜浜校区で開催されました。 

別子銅山記念図書館において「図書館まつり」が開催されました。 

ブックリサイクル、絵本作り、図書館探検、お話会等、約７２０名が

一日、図書館行事を楽しみました。 

３日 第２４回新居浜市駅伝競走大会兼第５３回新居浜市中学校

駅伝競走大会が駅伝競走に適した天候のもとで開催されました。中学

男子は、１位角野中Ａ大会新記録、２位川東中Ａ、３位西中Ａ、中学

女子は、東中Ａ、２位川東中Ａ、３位北中Ａとなりました。１１月２

３日の県駅伝大会へ参加するチームには、さらにチーム力の向上を図

り、コンディションづくりに配慮して、記録を伸ばしてもらいたいも

のです。  

第５９回新居浜市美術展覧会授賞式が執り行われました。出品点数
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４７０点の出展があり、昨年よりも２７点の増加でした。市民の方々

の意欲の高まりを支援していきたいものです。また、９２ 名の方々

が受賞されました。 

４日 地域経済同友会長の田中敏夫氏から、中学生の豊かな心をは

ぐくみ、感性を磨き、表現力を高めていくための読書活動を推進して

いくための一助として、市内各中学校に図書カードを寄贈いただきま

した。 

５日 東予地区人権・同和教育研究協議会が聖マリア幼稚園、金子

小学校、单中学校、西高校を会場として開会されました。愛媛県指定・

幼稚園・小学校関連訪問研究会が新居浜市立神郷幼稚園と神郷小学校

で「体験活動や人との関わりを通して、自分の思いを表現できる子ど

もを育てるには、どうすればよいか。」のテーマのもとに連携して開

催されました。 

６日 愛媛県立新居浜商業高等学校創立５０周年記念式典が、「き

らめけ新商 新たな夢へ」のテーマで、藤岡県教育長さん、佐々木市

長さんらも参加して、盛大にまた、厳粛な雰囲気の中で執り行われま

した。これからの生徒たちの活躍に期待したいものです。 

７日 新居浜教育会による土曜寺子屋教室「成果発表会」が新居浜

市文化振興会館で開催され、対局子ども囲碁道場、お茶席の作法「お

手前」、ジュニア写真展、書を楽しむ「習字展」、俳句川柳作品展、自

然教室標本展示や歌声の響きとして、音読と朗誦、篠笛演奏会が２回

の発表と演奏が披露されました。教室に参加している児童やその友

達、保護者、教育会の関係者の約２５０名が参加し、普段の学校での

発表会とは、趣が違い子どもたちのやる気を感じらされました。寺子

屋教室に携わっておられた方々の熱意をできる限り支援していきた

いものです。 

第５５回愛媛県ＰＴＡ大会が開催されました。   

８日 校区文化祭が新居浜、金栄、高津、垣生、大島、角野、神郷、

大生院、泉川、船木、別子山校区で開催されました。穏やかな天候の

中で地域の方々の参加により大変にぎやかに開催されていました。 

１１日 小学生の税の習字４３９点と中学生の税に関する標語１

６点の展示が、１７日までの期間マルナカ新居浜本店２階で開催され

ています。  

第５８回秋季県展新居浜移動展が郷土美術館で開会されました。 

 

その他､１１月の主な行事予定について報告を申し上げます。 

１３日 愛媛県人権・同和教育研究大会 

  １５日  宮西校区、中萩校区文化祭 

１８日 小中学校人権・同和教育研究大会 

１９日 新居浜市学校保健研究大会(角野小)    

２０日 ハートなんでも相談員等連絡協議会 

２２日 金子校区文化祭 

２３日 第２９回県中学駅伝競走大会兼第１７回全国中学校駅伝

大会予選会 

２４日 第２回小中学校校長研修会 あすなろ教室進路相談会 

２５日 小中学校教科外研修会 

２７日 学力向上実践研究推進事業中間発表会（中萩小） 

以上で一般報告を終わります。 

 なお、お手元に平成２１年度第４０回市民体育祭兼新人体育大会

と、第２２回愛媛県小学生陸上運動記録会の結果表がありますので、
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目を通しておいてください。また、県のアスリート新人大会が行われ

たと報告しましたが、バスケットボール女子で川東中学校優勝、サッ

カー男子で北中学校３位、ソフトテニス男子で西中学校４位、卓球男

子・女子ともに泉川中学校優勝、バトミントン男子で中萩中学校優勝、

船木中学校２位、女子で中萩中学校優勝、大生院中学校２位という結

果となっております。 

 次に１０月から１１月にかけてインフルエンザのことが非常に心

配されておりますが、結果を報告させていただきます。１０月１日頃

から出席停止の子どもが出てきました。しかし、秋祭り前までは３０

人前後でしたので、学級閉鎖ということをあまり考えておりませんで

した。１６日から１８日の秋祭りの３日間で子どもたちの交流があっ

たのではないかと思われますが、１９日から２２日の４日間は４０名

から５０名程度の出席停止者でした。今考えれば、この期間が潜伏期

間だったと思われます。２３日には１３０名が出席停止、風邪の症状

とみられる生徒は２３３名でした。それが、３０日には５８０名がイ

ンフルエンザＡ型と診断され出席停止、風邪の症状の欠席者は２２３

名、全部で８０３名となりました。そして１１月２日には、５０６名

が出席停止、風邪の症状の欠席者は２４３名、全部で７４９名となり

ました。そして秋祭り後に風邪を引いた生徒も１００名ずつ減尐して

きており、本日１２日で２３７名が出席停止、風邪の症状の欠席者は

６６名、全部で３０３名と減尐してきております。なお、１２日現在

で、小学校５校・１１学級、中学校１校・３学級の６校・１４学級で

学級閉鎖となっております。学級閉鎖は１週間となっておりますの

で、今日までの閉鎖が７学級あります。明日、この７学級が復帰する

ことができたら、４校・７学級と半減します。文化祭が各地域で行わ

れ、月、火、水と出席停止者が増えてきているような状況ですが、ほ

とんどの文化祭が終了しておりますので、尐し増加気味になっている

かと思います。しかし、依然２３７名の出席停止者がいる状況が続い

ております。そして、現在４学級が２回目の出席停止となっておりま

す。出席停止をして落ち着いたけれども、他の学級でインフルエンザ

が流行し、今年かかっていない生徒がかかってしまい、２割近くの欠

席者となったため、２回目の学級閉鎖となったというようなことが、

新居浜市内で４学級出ております。今後そのような事態があるのでは

ないかということで、１１月初めに臨時校長会を開き、教育委員会か

ら各学校長あてに授業時間数確保の努力をお願いしております。６時

間授業を７時間授業にしたり、授業時間を小学校では４５分から４０

分、中学校では５０分から４５分に時間短縮をして、授業時間数を組

んだり、学級閉鎖が２回目の学校等につきましては、１２月２５日の

終業式、１月８日の始業式を式典と授業を組み合わせたり、冬休み明

けに授業を早めに開始するなどの工夫をしていきたいと思っており
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ます。以上で報告終わります。 

 

 ありがとうございました。行事もインフルエンザの影響で大変だっ

たようですが、一般報告についてご質問・ご意見ありましたら、お願

いします。 

 

 はい。教育長さんの報告にもありました、新居浜子ども検定・新居

浜検定ですが、私も試験を受けまして、受ける前にテキストを何度も

読んでおりましたけれども、恥ずかしながら自分の知らない新居浜の

歴史がいっぱい書かれておりました。教育長さんも言われておりまし

たけれども、中学校を卒業するころには、子どもたちが自分たちの住

んでいる新居浜の地域の歴史をある程度理解できるように授業の中

で取り入れるというようなことも必要なのではないかなと感じまし

た。例えば、進学のため市外に出た時に「新居浜ってどんなまち？」

と聞かれた時に「何もない。祭りだけ…」という訳にはいかないと思

います。今、新居浜でも別子銅山史跡が東洋のマチュピチュというこ

とで、観光で関西の方もいっぱい来られていると聞きました。新居浜

の歴史・文化・伝統というものを、新居浜は何もないではなく、すご

いまちなのだということを、子どもたちにぜひ学校の授業の中で、教

える・伝える・勉強してもらう・身につけてもらうという工夫をこれ

からできればうれしいなと感じました。以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

 ありがとうございました。自分の住んでいるまちのいろんなことを

知ることが、ふるさとを誇りに思えることになりますので、大事なこ

とです。他にありますでしょうか。 

 そうしましたらいくつか私から述べさせていただきます。 

 市民体育祭が文化センターであったのですが、新居浜市歌の出番が

なくてさみしい思いをしました。いろいろなところで出番がないと、

他の人が聞いた時に、「あれはどこの歌？」というようではさみしい

ことだと思いました。 

１０月２３日に船木中学校ひびき分校の運動会に行かせていただ

いたのですが、グランド内に草一本無いと言いますか、ほうきで掃い

た跡が残っておりました。子どもたちの様子を見ておりますと、厳し

い指導もあっただろうけれども、先生たちと子どもたちが一緒に汗を

ながして運動場の整備をしたり、練習をしたりということを特に感じ

ました。もう尐し新居浜市内の先生方も、ひびき分校の先生や生徒た

ちの頑張っている姿を見ていただいたら勉強になるのではないかと

特に感じました。 

 それから、先ほど教育長さんの報告にもありました「えひめ教育の
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日」に松山に行かせていただいたのですが、昨年はひめぎんホールで

広い会場だったのですが、今年は広い会場がとれなかったということ

で、狭い場所といっては失礼ですが、ぎゅうぎゅう詰めの会場で愛媛

県の各地から集まっていただいており、新居浜市の教員ＯＢの先生方

も行っていただいておりました。開会式と講演会の参加だったのです

が、関心の高さを感じました。 

 それでは、議案審議に移らせていただきます。 

 本日の議案は第３３号から第３８号までの６議案ありますが、第３

７号、第３８号はいずれも人事案件でございますので、新居浜市教育

委員会会議規則第３７条の規定により、この会の最後に非公開で審議

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

 はい。 

 

 異議なしと認めます。それでは、議案第３３号 新居浜市立学校教

育施設使用料条例の一部を改正する条例の議案送付について審議を

いたします。事務局からご説明をお願いいたします。 

 

 はい。議案第３３号 新居浜市立学校教育施設使用料条例の一部を

改正する条例の議案送付について 新居浜市立学校教育施設使用料

条例の一部を改正する条例の議案を次のとおり送付する。平成２１年

１１月１２日提出 新居浜市教育委員会 委員長 宇野征一。今回の

１２月議会において、現在の学校開放の関係なのですが、現在はナイ

ター施設のみの使用料の徴収ということで対応しておりますのを、学

校の体育館、あるいは武道館の施設についても使用料を徴収するとい

う方向での議案上程を１２月議会にさせていただけたらと考えてお

ります。条例の変更内容については議案書の９ページになります。現

在までの条例につきましては、「新居浜市立学校教育施設使用料条例」

という名称を使っておりました。これを今回、「新居浜市立学校体育

施設照明設備使用料条例」という名称に改めたいと考えております。

それに伴いまして、第１条中、現在は「市立学校教育施設」となって

おりますが、それを「スポーツのための利用に供する市立学校体育施

設に設置された照明設備」にということで、運動場のナイター設備と

体育館あるいは武道場の照明に伴う設備を使用する際に使用料を徴

収するという対応に改めたいと考えております。現在、運動場の照明

設備につきましては７１０円の使用料を徴収しております。今回、新

たに設けますのは体育館の照明設備として１回３時間以内につき２

００円の使用料、武道場の照明設備につきましては１回３時間以内に

つき１００円の使用料を徴収しようとするものでございます。この金

額の設定につきましては、現在の運動場の照明設備が実費相当額が約
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２１００円になるのですが、その３分の１を現在の使用料として徴収

しているものでございます。それに準じて、算定しましたところ体育

館が、だいたい６３０円くらいになろうかと思うのですが、端数を取

らせていただいて、同様に３分の１の使用料２００円の徴収が妥当で

はないかという考え方に立っております。なお、武道場については、

体育館の半分程度の面積がございますので、その半分の使用料１００

円ということで金額設定をさせていただいたものでございます。この

中には明記されておりませんが、教育委員会規則の中で規定はと考え

ておりますが、現在子どもたちのスポーツ利用につきましても、ナイ

ター設備を利用する際には、ナイター照明の使用料を徴収しておりま

す。今回この改正をするにあたって、従来は児童開放と言われていた

のですが、子どもたちが１８時３０分以前に利用する場合には、その

時間から継続して使用するものも含めてですけれども、今後は使用料

を徴収しないという方向を打ち出してまいりたいと考えております。

しかし、１８時３０分をこえて夜間利用の際に、子どもが利用すると

いうものにつきましては、基本的には子どもの教育上、家庭でのいろ

いろな生活環境等を含めて、あまりふさわしくないものと考えており

ます。ですから、１９時くらいになって子どもだけでナイター設備を

使うという事に関しては、基本的には断るということまでは考えおり

ませんが、大人と同じようにみなして対応していきたいと考えます。

あと現在、消防団等の利用につきましても学校教育施設使用料条例の

もとで対応しまして、特に市長が認めたものということで減免の対応

をしてきたものでございますけれども、それはスポーツの利用のため

に供するというものからは、外れてまいりますので、学校長の権限に

おいて許可する違う条例のもとで今後対応してまいりたいと考えて

おります。なお、この条例につきましては、４月１日から実際の運用

になるのですが、事前に学校開放運営委員会に諮る使用申請等の事務

がございますので、平成２２年３月１日から施行するというかたち

で、今後説明をしてまいりたいと考えております。提案理由が最後に

ございますけれども、今まで学校開放の運動場のナイター設備のみに

使用料がかかり、体育館の利用等につきましては無料であったことか

ら、受益者の不公平感がございましたので、公平化を図るという目的

のもとに上程したいと考えております。以上、ご審議をよろしくお願

いいたします。 

 

 ありがとうございました。ただいまのご説明で何かご質問あります

でしょうか。 

 

 実費の３分の１ということだったのですが、実費というのは電気代

の実費なのか、もしくはいろいろな設備や備品の償却費とか減価償
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却、維持管理費とかは入っておらず、電気代のみですか。 

 

 基本的には電気代と消耗品的なもの。例えば電球の交換、ワックス

等を塗ったり、石灰を購入したりといった消耗品がございます。あと

人件費として、学校開放事務に充当しております人件費の相当額を合

算したもので算定したものがこの積算の根拠でございます。減価償却

等につきましては、基本的にはその中には含めておりません。 

 

 はい。わかりました。 

 

 他にありませんか。そうしましたら、議案第３３号についてご承認

いただける委員さんは挙手お願いします。（全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。全員挙手ですので承認とさせてい

ただきます。次に議案第３４号 新居浜市市民文化センター設置及び

管理条例の一部を改正する条例の議案送付について 事務局からお

願いいたします。 

 

 はい。議案第３４号 新居浜市市民文化センター設置及び管理条例

の一部を改正する条例の議案送付について 新居浜市市民文化セン

ター設置及び管理条例の一部を改正する条例の議案を次のとおり送

付する。平成２１年１１月１２日提出 新居浜市教育委員会 委員長

宇野征一。今回の条例改正につきましては、平成２２年１０月に現在

旧図書館に入居しております生涯学習センターを市民文化センター

本館２階に移転するのに伴いまして、本館２階の会議室等を廃止する

ため、新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一部を改正する

ものでございます。改正の主な内容につきましては、議案書の１６ペ

ージに載せております新旧対照表をご覧ください。まず、第２条につ

きましては、施設の名称の修正ということで、「市民センター」を「市

民文化センター」と修正いたします。第３条につきましては、１項が

３つの文章で構成されておりますので、これを２つの文章に構成をや

り直すということで、文章を第２項に付け加えるというものでござい

ます。それから第７条から第２１条につきましては字句の修正を行い

ます。この中で条例第７条の別表３を削除するということが、大きな

改正内容でございます。１８ページの新旧対照表の中に第７条関係別

表３というものがございます。これは第１会議室から和室・結婚式場

というものが、現在の条例でありますので、この部分の別表３を全部

削るという条例内容でございます。これに伴います改正への影響は、

まず結婚式場・和室等につきましては昭和６０年に結婚式が８件ござ

いまして、平成３年は０件、その後平成５年から７年それぞれ１回ず

つ利用はされておりますが、結婚式というわけではなく、写真撮影の
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みの利用ということで、その後の利用はなく現在に至っている状況で

ございます。また、運営につきましても、婦人会が結婚式場の運営を

行っておりましたが、今後は難しいということもあります。結婚式

場・和室についての現状は以上です。第１会議室から第４会議室につ

きましては、平成２０年度の実績ですけれども、一般利用で年間約３

３，１７０名の人が利用しているという状況がございます。そのよう

な状況がありますので、この会議室の部分がなくなりますと、文化セ

ンターとしての会議室が足りなくなりますので、不足した分につきま

しては、中ホール控室として利用しております第 1 ミーティングルー

ム、別館 1 階の老人社交室という和室を中会議室として改装して貸出

をしていくということで、補っていこうという考えでございます。そ

れと、この条例につきましては平成２２年４月１日から施行をいたし

ます。ただし、第２条、第３条、第７条第２項、第１１条第２項、第

１７条第２項、第１９条及び第２１条第１項の改正については、公布

の日から施行するということで、第７条関係別表については平成２２

年４月１日から施行をしていきますという内容でございます。以上で

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

 はい。ありがとうございました。ご意見・ご質問ありますでしょう

か。特にないようでしたら、議案第３４号についてご承認いただける

委員さんは挙手をお願いします。（全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。全員挙手ですので承認とさせてい

ただきます。続いて、議案第３５号 新居浜市指定重要天然記念物の

指定解除について、お願いいたします。  

 

 はい。議案書１９ページをお開きください。議案第３５号 新居浜

市指定重要天然記念物の指定解除について 新居浜市指定重要天然

記念物を次のとおり解除する。平成２１年１１月１２日 教育委員会 

委員長 宇野征一。この内容について、指定解除する天然記念物につ

きましては、昭和５０年７月８日に指定をいたしました大久保のエノ

キでございます。所有者につきましては個人で宇野八郎さんという方

でございます。指定解除につきましては、平成２１年１０月１３日に

開催いたしました新居浜市文化財保護委員会で現地確認を行いまし

た。その結果、枯死しているような確認がとれました。指定解除につ

いても仕方がないというような意見を文化財保護委員さんからもい

ただきましたので、新居浜市文化財保護条例第５条により指定解除す

るものでございます。なお、この枯死した木につきましては、２１ペ

ージに写真をつけております。尐しわかりにくいかもしれませんが、

葉っぱが出ていない、幹についても割れているというような状況がこ

こでも確認できると思いますので、指定解除はやむを得ないと考えて
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おります。枯死した木につきましては、所有者の責任において処理を

していただくということで、ご了解をいただいております。指定解除

についてのご審議のほうよろしくお願いいたします。 

 

 はい。ありがとうございました。ご説明いただいたことにご意見・

ご質問ありますでしょうか。ないようですので、議案第３５号につい

てご承認いただける委員さんは挙手をお願いします。（全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。全員挙手ですので承認とさせてい

ただきます。議案第３６号 平成２１年度新居浜市教育委員会点検・

評価報告書について、事務局からご説明お願いいたします。 

 

 はい。議案第３６号 平成２１年度新居浜市教育委員会点検・評価

報告書についてご説明いたします。 

 議案書の２２ページをお開きください。新居浜市教育委員会点検・

評価報告書につきましては、昨年度から行い、今回が２回目というこ

とになります。平成２０年度に実施いたしました教育委員会関連の施

策事業６７事業につきまして、自己点検評価を実施したのち、本年度

はその中で絞り込みまして、特に重点的に取り組んでおります事業２

１事業につきまして、いろいろご意見をいただきました。讃岐幸治様、

今井基博様、小野トヨミ様、３名の学識経験者からご意見・ご助言を

いただいたものでございます。それに対していろいろな教育委員会の

関係の情報を交えまして、報告書にまとめたものでございます。お手

元にお配りしております報告書を見ていただいたらと思います。今回

の報告書につきましては、２章に構成をいたしております。目次の部

分をお開きください。第１章におきましては、平成２０年度教育基本

方針から始まりまして、各課からそれぞれ行いました評価の内容につ

きまして結果を載せております。そして、第２章におきましては、教

育委員会の活動報告について記述いたしまして、最後には参考資料と

して、現在の組織図・職員数等を掲載しているものでございます。本

日、それぞれの学識経験者の委員の皆さんからいただきましたそれぞ

れの意見につきまして、各課のほうから今後の対応の方向性について

若干の説明をさせていただいて、皆様方のご審議を経たうえで、当報

告書を議会へ提出してまいりたいと考えております。また、今回現段

階の報告書なのですが、今後市長部局の長期総合計画等との整合性も

含めまして、もう一段階審議を重ねる場もございます。場合によって

一部字句の修正等も予想されますけれども、それにつきましては、こ

の場で若干の修正等のご了解をいただけたらありがたいと考えてお

ります。なお、当報告書につきましては、議会提出後新居浜市のホー

ムページ等におきまして、市民の皆様方にも十分に閲覧していただい

て、今後いろいろな意見も求めてまいりたいと考えております。その
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 宇野委員長 

 

 関社会教育課長 

 

 

 

 藤田学校教育課長 

 

 

 曽我発達支援課長 

 

 

 近藤総括次長 

 

 

 村上学校給食課長 

 

 

 坂本図書館長 

 

  

髙橋事務局長 

 

 

 宇野委員長 

 

 

 小野委員 

 

 

 

 関社会教育課長 

 

 

 

ような情報開示を経て、市民とともに進める活動に持ってまいりたい

と考えております。それぞれの課のほうから、それぞれの学識経験者

の意見・評価等をふまえた今後の取組の方向性について簡卖に説明さ

せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 そうしましたら、はじめに社会教育課のほうから説明させていただ

けたらと思います。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 続きまして学校教育課の関係でご説明させていただきます。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 続きまして発達支援課のほうからご説明させていただきます。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 続きまして体育文化課の関係をご説明させていただきます。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 続きまして学校給食関係について説明させていただきます。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 次に図書館について説明させていただきます。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

   

次に全体評価についてご説明させていただきます。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 はい。ありがとうございました。たくさん説明していただいたので

すが、何かご質問・ご意見ありましたらお願いいたします。 

 

 はい。大変な点検・評価の作業をしていただいているのですが、ち

なみに３名の委員さんは、どれくらいの時間をかけてしていただいた

のでしょうか。 

 

 ３名の委員さんに来ていただいて、全体で話をしたのは３時間半く

らいだったかと思います。そのあと、委員さんによりまして、直接個

別に質問に来られた方もおられますし、お電話でご質問いただいた方

もおられます。 
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 藤田学校教育課長 

 

 

 

  どれもご報告いただいて、ありがたいなと思いながら聞かせてい

ただいたのですが、一点質問があるのですが、２２ページの社会教育

課の成人式です。なかなか難しいと思いますが、今後の方向性のひと

つの案として郷土出身者がメッセージを贈る企画ということですが、

今の新成人たちが人の話を何分聞くことができるか、私語も多くあり

ますし、いい案だとは思うのですが、かえって失礼なことがあるので

はないか、難しい問題ですね。大丈夫なのか心配です。 

 

 よろしいでしょうか。ちなみに今年度の成人式で予定しております

のは、新居浜市の出身者で音楽関係のグループのボーカルで頑張って

おられる方がおりますが、その方が演奏も含めて、その中に自分のメ

ッセージを盛り込むというかたちで予定をしております。 

 

 演奏等なら良いかもしれませんね。スピーチだけだと尐し難しいか

なと思ったものですから。 

 

 ありがとうございます。 

 

 よろしいですか。社会教育委員会というものがございまして、今年

の社会教育委員会のなかで、成人式の見直しということも取り上げら

れておりました。社会教育委員自身が成人式を見ていないということ

で、今年任命された社会教育委員が成人式に招待してほしいというこ

とでした。新成人がどういう状況かを把握して、またどのような施策

が良いのか見直していくことを提言していただいておりますので、教

育委員会として、社会教育委員さんにぜひ参加していただきたいと思

っております。 

 

 他にありませんか。この報告書は分厚く大変なご苦労があったかと

思いますけれども、しっかり前向きに取り組んでいただいているとい

うことを感じました。議案第３６号ご承認いただける委員さんは挙手

お願いします。（全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。全員挙手ですので承認とさせてい

ただきます。このあとの議案第３７号、３８号はいずれも人事案件で

すので非公開となりますので、先にその他の内容について審議してま

いりたいと思います。中学校選択制についてお願いします。 

 

 はい。中学校選択制申請等の状況という資料とアンケート集計結果

という資料をご覧ください。 

 それでは、平成２２年度中学校選択制申請等の状況をご説明いたし

ます。この表の東中学校を例にとってご説明いたします。平成２１年
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 宇野委員長 

 

 太田委員 

 

 

 

 藤田学校教育課長 

１０月１日現在における平成２２年度の入学予定者は１４２名、中学

校選択制により東中学校へ来る生徒が４名、東中学校から他校へ行く

生徒が１７名で、増減がマイナス１３名となります。全体では入学予

定者が１，１９８名でこのうち７．２６％にあたる８７名が中学校選

択制の申請を行ったということでございます。過去の状況を簡卖にご

説明いたしますと、平成１６年度は２．０１％で２３名、平成１７年

度は２．３６％で２７名、平成１８年度は３．７２％で４１名、平成

１９年度は５．４５％で６５名、平成２０年度は６．８２％で７６名、

平成２１年度は４．７３％で５５名となっております。平成２２年度

が割合・人数ともに最大ということになります。選択制により一番希

望が多かった单中学校が４１名、続きまして西中学校が２９名となっ

ております。減のほうで見てみますと、これも同じく单中学校が最も

多く２１名、続いて北中学校が２０名、東中学校が１７名、川東中学

校が１３名と続いております。 

 続きまして、アンケート集計結果をご覧ください。『Ｑ１．どのよ

うな基準で中学校を選びましたか？』これは、複数回答となりますが、

この問いに対しまして、最も多かったのが『オ．希望する部活動があ

る・部活動が活発だから』というのが、４４名で５０．６％、続きま

して『キ．学校の伝統・校風・雰囲気がよいから』が３６名で４１．

４％、続いて『イ．友人がその中学校に行くから』が２５名で２８．

７％、続いて『ク．学力に関しての評判がよいから』が２４名で２７．

６％等続きます。『Ｑ２．主に誰の意見・意思で中学校を選びました

か？』これはひとつの選択肢ですから、合計が８７名となります。『子

ども本人』の意思が一番多くて４５名で５１．７％、『親子で相談し

て』が３７名で４２．５％、『保護者の意思』が５名で５．８％とな

っております。『Ｑ３．中学校の情報をどのように得ましたか？』と

いう問いに対して、これは複数回答ですから数は一致しませんが、最

も多かったのが『カ．親せき・知人・地域の人などの話を聞いて』が

４９名で５６．３％、続いて『オ．兄姉・先輩などの話を聞いて』が

３８名で４３．７％、続いて『ア．「夢を育む新居浜市の中学校」を

読んで』が３４名で３９．１％ということになっております。概要は

以上になります。 

  

ありがとうございました。ご質問ありますでしょうか。 

 

 現在の申請状況で、これから決定される段階での数字ですよね。希

望者が多くて、増える率が高い学校は全員入れない可能性もあるので

すか。 

 

 いいえ。平成２２年度の中学校選択制の申請に関しましては、これ
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 阿部教育長 

 

 

 

 宇野委員長 
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で受け入れることができます。单中学校は増減が大きいのですが、差

し引きプラス１９名ということですので、これは私どもの想定内です

ので、抽選なしで考えております。 

 

 はい。ありがとうございました。もう一点質問なのですが、人気の

ある部活動というのは、例えばどんなクラブがあるのですか。 

 

 はい。单中学校では新体操、剣道、それとバスケットボール、サッ

カーで指導力の高い先生、市・県大会で良い成績を残されている先生

がいる学校の部活に行きたいということになります。 

 

 よろしいですか。他にないようですので、その他のところでほかに

ございませんか。 

 

 委員さんのお手元に『平成２１年度「いじめ調査」の考察と対応』

という冊子をお配りしております。実施期間は平成２１年６月中旬か

ら７月上旬、小学校２年生から６年生の市内全児童と中学校１年生か

ら３年生の全生徒を対象に、平成２１年度４月から調査日までに該当

する回答をまとめたものなります。このまとめてある資料について

は、全小・中学校の教員全員プラス学校用１部ということで、全教職

員に配布をしております。平成１９年度から平成２１年度を色別にま

とめております。 

簡卖な調査内容になっておりまして、『１．あなたは４月から今ま

でにいじめられて、いやなおもいや、つらいおもいをしたことがあり

ますか。』『２．あなたは、４月から今までにいじめたことがあります

か。』『３．あなたは、４月から今までに、ひとがいじめられているの

をみたことがありますか。』そして最後に『４．あなたのことについ

てこたえてください。「いじめ」についてどうおもいますか。』これが

小・中ほとんど同じ設問になっております。５ページには全体集計を

載せております。６ページ以後に設問ごとの調査結果を棒グラフで示

し、その内容についての考察と対応を示している構成となっておりま

す。全体的に言いますと、『小学校男子・女子、中学校男子は昨年度

と比較すると、尐しではあるが減尐している。学年別にみると、小学

校では多くの学年が減尐傾向にあるが、小学３年生が男女ともに増加

している。中学校では、１年女子が昨年度に比べて増加傾向にあるが、

学年が進むにつれて減尐している』そのような考察について対応とい

うことがそれぞれの設問について詳しく記載されております。じっく

りとお読みいただきたいと思います。 

教育長さんの「はじめの言葉」に掲載されていますが、この言葉の

中にすべて集約されていると私個人的には思いました。本市でも最重
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宇野委員長 

要課題ということで取り組んでいるのですが、『調査の結果から、学

校の休み時間中や登下校中など、先生の目の届きにくい時間、場所で

いじめが多く発生していることがわかります。各学校において、すで

に適切な対応をしていただいてはおりますが、調査結果、分析などを

参考にしていただき、今後さらに、未然防止、早期解決のための適切

な対応ときめ細かな指導をお願いします。』と書いてあります。これ

に尽きるのだと思います。しっかり子どもたちを見ること、そういう

いじめ等を起こさない集団づくりに教師は重点を置いて取り組んで

いくことが大事だと思います。最後には、いじめ対策Ｑ＆A という非

常に参考になることも載っておりますので、教職員はこれを参考に取

り組んでいただけるとありがたいと思います。以上、簡卖ですが説明

させていただきました。 

 

 あとでゆっくり読んでいただき、問題点等も考えていただけたらと

思います。他に何かありますか。 

 

 はい。定例教育委員会の生徒指導関連の資料を見ていただけたらと

思います。１０月の定例教育委員会は１日に実施されたために、不登

校について報告できていなかったので報告いたします。１１月分とし

て１０月末までの不登校児童・生徒８３名、３０日以上欠席している

子どもになります。前年から比べてみると５月から減尐してきてい

る。学校現場・保護者の努力が実っているのではないかという気がし

ております。学年別を昨年度の同期と比較してみますと、小学校では

若干増えておりますが、中学校、特に中学１年生に対しては中１ギャ

ップということから、中学１年生対応の教職員を派遣したり、また中

学１年生に対してどのように取り組むべきか、または小学校と中学校

の連携事業を北中校区・大生院校区で現在取り組んでもらっておりま

す。そういったことから、中学１年生が前年度よりも１０名近く減っ

てきていることが、大きな割合を占めているのではないかと思いま

す。中学１年生、または小・中学校の取組につきましては、夏休みに

北中校区、大生院校区が行っていることを以前報告したと思います。 

 それとお手元に各小・中学校で開催されます「平成２１年度学校図

書館機能強化事業研究会のご案内」をご覧ください。新居浜市の人権

同和教育研究会の翌日、１１月１９日に船木中学校で研究大会が開催

されます。学校図書館を活用した効果的な「調べ学習」の取組という

ことで、公開授業、講演等もあります。教育委員さんにも時間的にご

都合がつきます場合にはご参加いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。以上です。 

 

 ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 
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 それでは、秘密会に入る前に次回の開催日を決めさせていただきた

いと思います。１２月の定例会は１２月３日木曜日１６時より開催さ

せていただきます。 

 それでは、平成２１年度第１１回教育委員会定例会を一時閉会いた

します。ありがとうございました。 

 

 

 

 ＜以下、秘密会にて審議＞ 
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